
国立大学法人大分大学苦情処理委員会規程 

平成１６年４月１日制定 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条  この規程は，国立大学法人大分大学（以下「法人」という。）職員就業規則（以下「就業

規則」という。）第８２条第３項の規定に基づき，就業規則に関する疑義又はその適用に基づく

措置に対する異議若しくは不服等（以下「苦情」という。）を解決することを目的として設置す

る法人苦情処理委員会（以下「委員会」という。）に関して，必要な事項を定める。 

 

第２章 委員会 

（委員会の職務） 

第２条  委員会は，第１１条の規定により職員が提起した，就業規則等に係る次の事項に関する

苦情について審議する。 

（１） 給与額の決定に関する事項 

（２） 任免に関する事項 

（３） 人事考課に関する事項 

（４） 労働条件に関する事項 

（５） 前各号のほか，委員会が適当と認めた事項 

 

（遵守事項） 

第３条  委員は，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 当該苦情の処理に際して知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。 

（２） 苦情を申し立てた者の人権に配慮し，申立てによる不利益が生じないようにしなけれ

ばならない。 

（３） 法人等のシステムを十分に説明し，苦情を申し立てた者が自ら解決方法を選択するこ

とができるように支援すること。 

 

（委員会の構成） 

第４条  委員会は，次の区分によって選出された委員をもって構成する。 

（１） 学長が指名する理事 

（２） 事務局長 

（３） 総務部長 

（４） 事案に応じて学長が指名する者  ３人 

（５） 法人事業場別・部局別職員代表委員会が推薦する者  ５人 

 

（任期） 

第５条  前条第４号に規定する委員の任期は，第１３条に規定する苦情処理決定書を学長に提出

したときをもって終了するものとする。 

２  前条第５号に規定する委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。 

３  委員が欠けたときの後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

（委員長） 

第６条  委員会に，委員の互選により委員長を置く。 

２  委員長は，委員会を代表し，議事を掌理する。 

３  委員長は，委員会に出席できないときは，委員長の代行を指名することができる。 

 

（出席の制限） 

第７条  苦情の内容に直接利害関係のある委員は，当該苦情の審議に加わることができない。 

 

（委員会の運営） 



第８条  委員長は，苦情が提起された日から起算して，原則として７日以内に委員会を招集しな

ければならない。 

２  委員会は，委員総数の３分の２以上の出席がなければ開くことができない。 

３  苦情に関する決定は，委員総数の３分の２以上の同意を必要とする。 

４  前項の同意が得られない場合は，苦情申立人に通知すると共に，その苦情の審議経過を付し

て学長へ報告するものとする。 

 

（事実調査） 

第９条  委員会は，苦情の処理上特に必要があると認めるときは，当該苦情に関係ある事項又は

関係資料に係る職員に対し，委員会に出席して説明するように請求することができる。この場

合には，質問事項を明示し，かつその職員の所属又は主担当部局等の長を通じて請求をしなけ

ればならない。 

 

（会議の非公開） 

第１０条  委員会は，非公開とする。 

 

第３章  苦情解決の手段 

（苦情の提起） 

第１１条  職員が苦情の解決を求めるときは，所定の苦情処理申請書を学長に提出しなければな

らない。 

２  苦情は，事由の発生した日から起算して，原則として６０日以内に提起しなければならない。 

 

（審議日数） 

第１２条  委員会は，前条の申請書が提起された日から起算して，原則として３０日以内に審議

を終了しなければならない。 

 

（苦情処理決定の通知） 

第１３条  委員会は，決定した内容につき所定の苦情処理決定書を速やかに作成し，学長に提出

しなければならない。 

 

（決定要旨の周知義務） 

第１４条  委員会は，苦情に関する決定事項のうち，一般的事項の要旨について，職員に公表す

るものとする。 

 

（原本の保管） 

第１５条  苦情処理決定書その他苦情に関する書類の原本は，総務部人事課が保管する。 

 

附  則（平成１６年規程第３０号） 

この規程は，平成１６年４月１日から施行する｡ 

 

附  則（平成１７年規程第３１号） 

 この規程は，平成１７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２４年規程第７７号） 

この規程は，平成２４年１０月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２８年規程第９５号） 

この規程は，平成２９年１月１日から施行する。 


